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一
九
七
七
年
以
前
出
土
の
木
簡

（二
〇
）

奈
早

藤
原

宮

跡

所
在
地
　
　
　
奈
良
県
橿
原
市
醍
醐
町

・
縄
手
町

調
査
期
間
　
　
一
九
六
八
年

（昭
４３
）
九
月
―

一
九
六
九
年
三
月

発
掘
機
関
　
　
奈
良
県
教
育
委
員
会

調
査
担
当
者
　
伊
達
宗
泰
ほ
か

遺
跡
の
種
類
　
都
城
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
古
代
―
中

世

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構

の
概
要

戦
後
の
藤
原
宮
の
調
査
は
、

一
九
六
六
年
に
国
道

一
六
五
号

線
バ
イ
パ
ス
建
設
に
伴
い
奈
良

県
教
育
委
員
会
が
道
路
予
定
地

で
あ
る
内
裏
地
区
を
調
査
し
た

の
が
最
初
で
、
そ
の
後
は
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
に
よ
っ
て
継
続
的
に
調
査

が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
奈
良
県
に
よ
る
調
査
は

『藤
原
宮
』
（史
跡
名
勝
天
然
記

念
物
調
査
報
告
第
二
五
冊
）
と
し
て
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
た
が
、　
一
九
六
八
年
度

調
査
分
に
つ
い
て
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
概
要
が
簡
単
に
報
告
さ
れ
て
い
る
の

み
で
あ
る
。

こ
こ
で
紹
介
す
る
の
は

一
九
六
八
年
度
出
土
の
木
簡
で
あ
る
。
こ
の
年
度
の

調
査
は
藤
原
宮
北
西
隅
を
明
ら
か
に
す
る
目
的
で
行
な
わ
れ
、
藤
原
宮
西
面
大

垣
の
他
、
三
間
×
工
間
の
掘
立
柱
建
物
や
三
基
の
井
戸

（Ｓ
Ｅ
二
五
三
二
〓
一

五
・
三
六
二
、
い
ず
れ
も
奈
良
末
―
平
安
初
頭
以
降
）
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。

木
簡
が
出
土
し
た
の
は
Ｓ
Ｄ
二
六
〇
で
、
西
面
大
垣
Ｓ
Ｃ
二
五
人
の
西
方

一

七
ｍ
を
や
や
蛇
行
し
な
が
ら
南
北
に
流
れ
る
幅
約
六
ｍ
の
溝
で
あ
る
。
溝
中
か

ら
は
木
簡
二
点
の
他
、
土
師
器

・
須
恵
器
片
も
出
上
し
て
い
る
。
こ
の
溝
は
奈

良
末
―
平
安
初
期
の
土
器
を
含
む
土
坑
Ｓ
Ｋ
二
五
九
に
よ
っ
て
部
分
的
に
掘
り

込
ま
れ
て
い
る
が
、
瓦
器
や
羽
釜
土
器
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
城
遷

都
後
も
水
路
と
し
て
利
用
さ
れ
、
さ
ら
に
中
世
頃
ま
で
存
続
し
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。

８
　
木
街
の
釈
文

。
内
容

(桜井 。吉野山)



1977年以前出上の木簡

〔有
ヵ
〕

「
ｏ
検
領
故
勾
当
文
□
秀
長
河
辺
日
――
□
了

□

□

〔
物
ヵ
〕

〔
回
元
ヵ
〕

□
□
井
□
□
是
□
□
侍
自
所
負
官
□
代
進
国
□
了
而

（駕
Ｃ
×
６
υ
×
伽
　
ｏ留

〔
秋

成

女
ヵ
〕

②

　

日
□
河
内
□
□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（］こ

Ｘ
じ

溢

ｏ解

①
②
は
同

一
材
で
裏
面
は
割
い
た
ま
ま
で
あ
る
が
筆
は
異
な
る
。
い
は
上

端

・
右
辺
が
残
り
、
上
端
に
は
穿
孔
が
あ
る
。
②
は
上
下
端
、
四
辺
と
も
折
損

し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
墨
痕
は
薄
く
、
赤
外
線
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
装
置
を
用
い
て

も
肉
眼
と
同
程
度
に
し
か
読
み
と
れ
な
い
が
、
い
は
文
字
の
部
分
が
盛
り
上
が

っ
て
残
存
し
て
い
た
た
め
釈
読
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
「検
領
故
」
よ
り
下
は

部
分
的
に
墨
が
残
る
の
み
で
あ
る
が
、
文
字
の
痕
跡
は
明
瞭
で
あ
り
釈
文
に
疑

点
は
な
い
。
「辺
」
と

「了
」
の
あ
い
だ
に
は
若
干
で
は
あ
る
が
文
字
の
痕
跡

が
残
り
、
二
、
三
文
字
程
度
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
下
端
右
隅
の
二
文
字
は
墨

は
明
瞭
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
判
読
で
き
な
い
が
、
二
文
字
め
は
あ
る
い
は

「尊
」
か
も
知
れ
な
い
。
二
行
め
上
半
分
は
墨
が
比
較
的
残
っ
て
い
る
が
、
腐

食
が
激
し
く
判
読
で
き
な
い
。
下
半
分
は
文
字
の
痕
跡
が
明
確
で
あ
る
。
「検

領
」
「勾
当
」
な
ど
の
熟
語
や
人
名
ら
し
き
文
字
が
み
え
る
が
、
全
体
と
し
て

の
文
意
は
い
ま

一
つ
明
ら
か
で
な
い
。
②
は
上
端
に
若
干
の
墨
付
き
の
次
に

「河
内
」
と
あ
り
、
そ
の
下
は
墨
痕
か
ら

「秋
成
女
」
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
木
簡
の
年
代
は
、
藤
原
宮
期
よ
り
は
降
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

付
近
で
は
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
の
第
三
六
次
調
査
に
お
い
て
、
宮
北
西
隅

地
域
の
井
戸
Ｓ
Ｅ
三
四
〇
〇
か
ら
弘
仁
年
間
の
荘
園
に
関
す
る
大
型
木
簡
が
出

土
し
て
お
り

（本
誌
第
五
号
）、
こ
の
木
簡
と
の
関
連
も
考
え
ら
れ
る
。

９
　
関
係
文
献

奈
良
県
教
育
委
員
会
『藤
原
宮
跡
昭
和
四
三
年
度
調
査
概
要
』
全

九
六
九
年
）

（和
田
　
率

・
鶴
見
泰
寿
）


